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４）検査時に確認する書類一覧

○検査時に確認 ⇒ 検査時に必須の書類（監督行為でも確認は実施）

○監督時に確認 ⇒ 監督行為にて確認書類（検査時に必要な場合は確認を実施）

　注1)下表に示す「工事関係書類」とは、一般的な工事の書類を示している。

　注2)選択△は双方の協議によるが、契約図書で指定しない場合は受注者の選択とする。

　注3)受注者の手持ち資料は、内容を確認できればよく過度な整理は不要とする。

　注4)監督職員は受注者の負担軽減のため、提出済み書類は検査時に再提出をさせてはならない。（Ｉ・Ｊ・Ｋ欄に該当する書類）

　注5)情報共有システムを活用した工事においては、受注者はそのデータを有効活用し書類を作成する。

  注6)工事写真(ダイジェスト版)は、写真管理基準(案)で規定されている「提出頻度」以下の写真枚数で作成することを基本とし、施工状況が段階的に確認できる程度の必要最小限とする。なお、「提出頻度」で全枚数と規定されている場合は、「代表箇所各１枚」と読み替える。

  注7)監督職員が検査時に準備する工事関係書類はＩ、Ｊ、Ｋとする。

  注8)表中の共通仕様書の読み方は、「共通仕様書　編-章-節-項目」とする。　

　注9)工事関係書類の保存期間について

工事完成図書（納品された書類） ３０年保存（現存する限り延長）

監督職員が作成した書類 ５年保存

受注者から提出された書類 ５年保存

受
注
者

１０年保存（瑕疵担保責任期間）

工事関係書類一覧表

A C D E F
Ｇ

発注者
Ｈ

受注者
提示

作成
時期

No. 書　類　名　称 書類作成の根拠
工事関係書類の

標準様式
（様式No）

電子◎
紙■

選択△

Ｉ
監督職員

へ
提出

Ｊ
契約担当

課へ
提出

Ｋ
発注担当

課へ
提出

Ｌ
受注者
保管

Ｍ
監督職員

へ
連絡

Ｎ
監督職員

へ
納品

1 工事請負契約書 ― － ○

2 共通仕様書 ― － ○

3 特記仕様書 ― － ○

4 発注図面 ― － ○

5 現場説明書 ― － ○

6 質問回答書 ― － ○

7 工事数量総括表 ― － ○

8 現場代理人等通知書 工事請負契約書第１０条１項 様式－１１※３ ■ ○

9 請負代金内訳書 工事請負契約書第３条１項 様式－８※３ ■ ○ 契約図書で規定された場合に提出する。
（工期6ヶ月以上、請負代金額1億円以上対象）

10 工事工程表 工事請負契約書第３条１項 様式－８－３※３ ■ ○

11 建退共掛金収納書

建設業退職金共済制度の普及徹底に関する措
置について
(H11.3.31付建設省厚契発第２２号）
共通仕様書1-1-1-40-5

－ ■ ○ 提出できない事情がある場合は理由を書面で提出する。

12 建退共証紙受払簿
建設業退職金共済制度の普及徹底に関する措
置について
(H11.3.31付建設省厚契発第２２号）

－ ■ ○ 共済証紙の購入状況を把握するため、共済証紙の受払簿その他関係
資料について提出を求めることがある。

13 請求書（前払金） 工事請負契約書第３４条１項 様式－２４※４ ■ ○

14 ＶＥ提案書（契約後VE時）
契約後VE方式の試行に係る手続きについて
（H13.3.30付国官地第24号、国官技第79号、国
営計第81号）

- ■ ○ 契約締結後にVE提案を行う場合に提出する。

15 登録内容確認書 共通仕様書1-1-1-5 － ■ ○
受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ提示する。
（旧称：工事カルテ受領書）

16 品質証明員通知書 共通仕様書3-1-1-8-(5) - ■ ○ ○ 契約図書で規定された場合に提出する。

17
再生資源利用計画書
-建設資材搬入工事用-

共通仕様書1-1-1-18-4 － ■ ○ ○
該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換
システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。

18
再生資源利用促進計画書
－建設副産物搬出工事用－

共通仕様書1-1-1-18-5 － ■ ○ ○
該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副産物情報交
換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。

19 建設リサイクル法に基づく通知書
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法
律第11条

－ ○

工
事
着
手
前

契
約
図
書

契約書

設計図書

契約関係書類

その他

B

建設業法施行規則により、営業に関する書類
（完成図、打合せ記録簿、施工体系図）

発
注
者

Ｐ
備　　考

提出 その他

工　　　事　　　関　　　係　　　書　　　類 書類作成者 受注者作成書類の位置付け

Ｏ
検査時に確認

する書類
※２

種　　別
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A C D E F
Ｇ

発注者
Ｈ

受注者
提示

作成
時期

No. 書　類　名　称 書類作成の根拠
工事関係書類の

標準様式
（様式No）

電子◎
紙■

選択△

Ｉ
監督職員

へ
提出

Ｊ
契約担当

課へ
提出

Ｋ
発注担当

課へ
提出

Ｌ
受注者
保管

Ｍ
監督職員

へ
連絡

Ｎ
監督職員

へ
納品

B
Ｐ

備　　考

提出 その他

工　　　事　　　関　　　係　　　書　　　類 書類作成者 受注者作成書類の位置付け

Ｏ
検査時に確認

する書類
※２

種　　別

20 施工計画書 共通仕様書1-1-1-4-1 － ■ ○
○
※１
参照

工期や数量のわずかな変更等、軽微な変更の場合には変更施工計
画書の提出は不要。

21 総合評価計画書
総合評価落札方式の実施について
（H12.9.20付建設省厚契発第30号）

－ ■ ○ 総合評価落札方式を適用して契約した場合に提出する。

22 ＩＳ０9001品質計画書

工事におけるISO9001認証取得を活用した監督
業務等の取扱いについて
（H16.9.1付国地契第21号、国官技第117号、国
営計第65号）

－ ■ ○

23
設計図書の照査確認資料
（契約書18条に該当する事実があった場合）

－ ■ ○
契約書１８条第１項１～５号に該当する事実があった場合のみ提出す
る。（契約書第１８条第１項の範囲を超えないこと）

24
設計図書の照査確認資料
（契約書18条に該当する事実がない場合）

－ ■ ○
契約書１８条第１項１～５号に該当する事実がない場合（設計図書と
一致している場合）は提示とする。
（契約書第１８条第１項の範囲を超えないこと）

25
工事測量成果表
（仮ＢＭ及び多角点の設置）

－ ■ ○

26
工事測量結果
（設計図書との照合）
（設計図書と差異有り）

－ ■ ○ 設計図書と差異があった場合のみ提出する。

27
工事測量結果
（設計図書との照合）
（設計図書と一致）

－ ■ ○ 設計図書と一致している場合は提示とする。

28 施工体制台帳

施工体制台帳に係る書類の提出について
（H13.3.30付国官技第70号、国営技第30号、国
港建第112号、国空建第68号）
共通仕様書1-1-1-10-1

- ■ ○

29 施工体系図

施工体制台帳に係る書類の提出について
（H13.3.30付国官技第70号、国営技第30号、国
港建第112号、国空建第68号）
共通仕様書1-1-1-10-2

- ■ ○

30 工事打合せ簿(指示） 共通仕様書1-1-1-2-21 様式－９※３ ○

31 工事打合せ簿(協議） 共通仕様書1-1-1-2-21 様式－９※３ △ ○

32 工事打合せ簿(承諾） 共通仕様書1-1-1-2-21 様式－９※３ △ ○

33 工事打合せ簿(提出） 共通仕様書1-1-1-2-21 様式－９※３ △ ○

34 工事打合せ簿(報告） 共通仕様書1-1-1-2-21 様式－９※３ △ ○

35 工事打合せ簿(通知） 共通仕様書1-1-1-2-21 様式－９※３ △ ○

36
関係機関協議資料
（許可後の資料）

共通仕様書1-1-1-35-3 － △ ○
許可後の資料については提示とする。
ただし、監督職員から請求があった場合は提出する。

37 近隣協議資料 共通仕様書1-1-1-35 － △ ○ 監督職員から請求があった場合は提出する。

38 材料確認書 共通仕様書2-1-2-1 － △ ○ 設計図書で指定した材料がある場合に提出する。

39 材料納入伝票 共通仕様書2-1-2-1 － △ ○
設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出す
る。

40 段階確認書 共通仕様書3-1-1-6-6 様式－１１※３ △ ○

・契約図書で規定された場合のみ提出する。
・段階確認書に添付する資料を新たに作成する必要はない。
（受注者が作成する出来形管理資料に、確認した実測値を手書きで記
入する）。
・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真は不要。
・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形
管理写真の撮影を省略できる。

41 確認・立会依頼書 共通仕様書3-1-1-6-1 様式－１４※３ △ ○ 契約図書で規定された場合のみ提出する。

42 休日・夜間作業届 共通仕様書1-1-1-36-2 － △ ○ 口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより連絡する。
ただし、現道上の工事を行う場合は提出する。

43 安全教育訓練実施資料 共通仕様書1-1-1-26-10 － △ ○ 実施した内容について提示する。

44 工事事故速報 共通仕様書1-1-1-29 - △ ○ ○ 事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面に
より速やかに報告する。

45 工事事故報告書 共通仕様書1-1-1-29 － △ ○ 事故報告書はＳＡＳ（建設工事事故データベースシステム）により作成
して提出するほか、監督職員から請求があった資料を提出する。

工
事
着
手
前

工事を施工するために、締結した下請契約の代金の総額が3,000 万
円（土木工事）以上になる工事の場合に提出する。
なお、下請契約の代金の総額が3,000万円未満であっても、建設工事
の適正な施工を確保する観点から、作成することが望ましいとしてい
る。
〔施工体制台帳の作成等について（H13.3.30付国総建84号）〕

③
施
工
管
理

④
安
全
管
理

施
工
中

工
事
書
類

３
施
工
状
況

共通仕様書1-1-1-3-2

共通仕様書1-1-1-37-1

２
施
工
体
制

②
施
工
体
制

工
事
書
類

１
施
工
計
画

①
施
工
計
画
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Ｇ

発注者
Ｈ

受注者
提示

作成
時期

No. 書　類　名　称 書類作成の根拠
工事関係書類の

標準様式
（様式No）

電子◎
紙■

選択△

Ｉ
監督職員

へ
提出

Ｊ
契約担当

課へ
提出

Ｋ
発注担当

課へ
提出

Ｌ
受注者
保管

Ｍ
監督職員

へ
連絡

Ｎ
監督職員

へ
納品

B
Ｐ
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提出 その他

工　　　事　　　関　　　係　　　書　　　類 書類作成者 受注者作成書類の位置付け

Ｏ
検査時に確認

する書類
※２

種　　別

⑤
工
程
管
理

46 工事履行報告書
工事請負契約書第１１条
共通仕様書1-1-1-24

様式－１２※３ △ ○ 工程の進捗状況を把握するため、実施工程表について提示を求める
ことがある。

47 出来形管理図表 共通仕様書1-1-1-23-8 - △ ○
施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。

48 出来形数量計算書 共通仕様書3-1-1-7-2 - △ ○

工事数量の計算等にあたっては、土木工事数量算出要領（案）を適用
する。
契約数量以外の任意施工に係わる部分（設計図書に明示していない
もの）の提出は不要。

49 品質管理図表 共通仕様書1-1-1-23-8 - △ ○ 施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
品質の測定位置が分かるように略図を記載する。

50 材料品質証明資料 共通仕様書2-1-2-1 － △ ○ ○
設計図書で指定した材料がある場合に提出する。
資料なので様式自由

51 認定請求書 工事請負契約書第３４条４項 様式－２７※４ ■ ○

52 請求書（中間前払金） 工事請負契約書第３４条３項 様式－２４※４ ■ ○

53 指定部分完成通知書 工事請負契約書第３８条１項 様式－２１※３ ■ ○

54 指定部分引渡書 工事請負契約書第３８条１項 様式－２３※３ ■ ○

55 請求書（指定部分完済払金） 工事請負契約書第３８条１項 様式－２４※４ ■ ○

56 出来高内訳書
工事請負契約書第３７条２項
共通仕様書1-1-1-21-2

様式－２８－２※３ ■ ○

57 既済部分確認申請書 工事請負契約書第３７条２項 様式－２８※３ ■ ○

58 出来高内訳書
工事請負契約書第３７条２項
共通仕様書1-1-1-21-2

様式－２８－２※３ ■ ○

59 請求書（部分払金） 工事請負契約書第３７条５項 様式－２４※４ ■ ○

修補 60 修補完了通知書 工事請負契約書第３１条１項 様式－２５※３ ■ ○
部分
使用

61 部分使用承諾書 工事請負契約書第３３条１項 - ■ ○ 部分使用がある場合に提出する。

62 工期延期届 工事請負契約書第２１条 - ■ ○ 工期の延長を請求する場合に提出する。

63 支給品受領書 工事請負契約書第１５条３項 様式－１-１※３ ■ ○ 支給品を受領した場合に提出する。

64 支給品精算書 共通仕様書1-1-1-16-3 様式－１-４※３ ■ ○ 支給品を受領した場合に提出する。

65 建設機械使用実績報告書 共通仕様書3-1-1-5-2 - ■ ○ 建設機械の貸与がある場合に提出する。

66 建設機械借用書 工事請負契約書第１５条３項 - ■ ○ 建設機械の貸与がある場合に提出する。

67 建設機械返納書 工事請負契約書第１５条３項 - ■ ○ 建設機械の貸与がある場合に提出する。

68 現場発生品調書 共通仕様書1-1-1-17 様式－７-２※３ ■ ○ 現場発生品がある場合に提出する。

69
出来形報告書
（数量内訳書、出来形図）

共通仕様書3-1-1-6-3 － △ ○ 中間技術検査、既済部分検査等の際に提出する。

70 産業廃棄物管理表（マニフェスト） 共通仕様書1-1-1-18-2 － △ ○ 産業廃棄物を搬出した場合に提示する。

71 新技術活用関係資料

公共工事等における新技術活用の促進につい
て
（H22.2.5付国官総第277号、国官技第286号）
共通仕様書1-1-1-12-6

－ △ ○ 新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）に登録されている技術を活用して
工事施工する場合に提出する。

72 完成通知書 工事請負契約書第３１条１項 様式－２１※３ ■ ○

73 引渡書 工事請負契約書第３１条４項 様式－２３※３ ■ ○

74 請求書（完成代金） 工事請負契約書第３２条１項 様式－２４※４ △ ○

75 出来形管理図表 共通仕様書1-1-1-23-8 - △ ○ ○
施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。

76 品質管理図表 共通仕様書1-1-1-23-8 - △ ○ ○
施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。
品質の測定位置が分かるように略図を記載する。

77 品質証明書 共通仕様書3-1-1-8-(1) - △ ○ ○ 契約図書で規定された場合に提出する。

78 工事写真 共通仕様書1-1-1-23-8 － △ ○
工事写真の撮影にあたっては、写真管理基準（案）を適用する。
電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき提出する。
（紙の工事写真帳は提出不要）

施
工
中

その他

契約関係書類

工事書類

現場発生品

⑥
出
来
形
管
理

⑦
品
質
管
理

契
約
関
係
書
類

中間前払金

完済
部分
検査

既済
部分
検査

工期延期

支
給
品

支給
品

建設
機械
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A C D E F
Ｇ

発注者
Ｈ

受注者
提示

作成
時期

No. 書　類　名　称 書類作成の根拠
工事関係書類の

標準様式
（様式No）

電子◎
紙■

選択△

Ｉ
監督職員

へ
提出

Ｊ
契約担当

課へ
提出

Ｋ
発注担当

課へ
提出

Ｌ
受注者
保管

Ｍ
監督職員

へ
連絡

Ｎ
監督職員

へ
納品

B
Ｐ

備　　考

提出 その他

工　　　事　　　関　　　係　　　書　　　類 書類作成者 受注者作成書類の位置付け

Ｏ
検査時に確認

する書類
※２

種　　別

79 総合評価提案内容に係るチェックシート
総合評価落札方式の実施について
（H12.9.20付建設省厚契発第30号）

－ ■ ○ ○ 総合評価落札方式を適用して契約したの場合に提出する。

80 イメージアップの実施状況
土木請負工事におけるイメージアップ経費の積
算要領（案）（H19.3.29付国官技第354号）

－ △ ○

イメージアップ対象工事の場合、具体的な内容、実施時期について施
工計画書に含め提出するとともに、実施状況について工事写真に含
め提出する。

81 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） 共通仕様書3-1-1-16 - △ ○ 創意工夫、地域社会への貢献等を実施した場合に提出する。

82 工事完成図
共通仕様書1-1-1-１9
共通仕様書3-1-1-9

－ ◎ ○ 電子成果品で納品する。

83 工事出形図 ◎■ ○ ○ 電子成果品と紙の成果品で納品する（北海道開発局独自）

84 工事写真（ダイジェスト版） ◎■ ○ ○ 電子成果品と紙の成果品で納品する（北海道開発局独自）

85 工事管理台帳 共通仕様書3-1-1-9 － ◎■ ○
電子納品等運用ガイドライン(案）【土木工事編】に基づき、電子成果品
と紙の成果品で納品する。（施設管理台帳、品質記録台帳）

86 地質土質成果品 ◎ ○ 電子成果品の成果品で納品する（北海道開発局独自）

87
再生資源利用実施書
-建設資材搬入工事用-

共通仕様書1-1-1-18-6 - ■ ○ ○
該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムに
より作成して提出する。

88
再生資源利用促進実施書
－建設副産物搬出工事用－

共通仕様書1-1-1-18-6 - ■ ○ ○
該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システム
により作成して提出する。

工
事
完
成
後

89
低入札価格調査
（間接工事費等諸経費動向調査票）

共通仕様書1-1-1-12-5-(3) － ○ △ ○ 「低入札価格調査制度」の調査対象工事の場合に完成日から３０日以
内に提出する。

※１．検査官が検査時に施工計画書で確認する内容

・イメージアップ計画書

・ライフライン事故防止対策

・安全訓練・教育の計画

・交通安全等輸送計画

・過積載防止対策計画

・総合評価提案

※２．上記以外に検査官が検査時に確認する資料

・下請の検査・検収資料（受注者の手持ち）

・施工プロセスのチェックリスト

※３． 様式が土木監督実務要覧に記載している

※４． 様式が工事請負契約関係通達集に記載している

その他

工事完成図書

工
事
完
成
時

その他
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